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：

： 令和 3 年 6 月

： 令和 3 年度 令和 12 年度

 ※複数の市場を有する事業にあっては、市場ごとの状況が分かるよう記載すること。

１．事業概要

（１）

人

（２） 使　用　料　形　態　

※取扱い種別、施設ごとの状況が分かるよう記載すること。

　水戸市行財政改革プラン2016に基づき，本市場における管理運
営のあり方について検討した結果，すでに一部の事務事業につい
て市場協力会との連携により実施していること及び市場関係者の
信頼を確保しながら再整備を進めていく必要があることから，当
面，直営を維持することとしている。

〃

〃 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

水戸市公設地方卸売市場条例第64条別表区分1に規定する金額
①卸売業者市場使用料
　卸売金額につきその額の1,000分の3.5に相当する金額
②仲卸業者市場使用料
　直荷引きを行った物品に係る仕入金額の1,000分の2.5に相当する金額
③買受人市場使用料
　水戸市公設地方卸売市場条例第55条第１項ただし書に規定する承認を受けて販売した物品に係
る仕入金額の1,000分の2.5に相当する金額

水戸市公設地方卸売市場条例第64条別表区分2～4に規定する金額
①卸売業者売場使用料　１平方メートルにつき　月額90円
②仲卸業者売場使用料　１平方メートルにつき　月額1,100円　ほか

職 員 数 11 市 場 種 別 区 分 地方卸売市場

- 次 回 再 整 備 予 定 年 度 令和元年度～令和10年度

なし

前 回 の 移 転
又 は 再 整 備 年 度

施 設 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

民 間 活 用 の 状 況

売 上 高 割 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

広 域 化 実 施 状 況

 ア　民間委託

 イ　指定管理者制度

使 用 料 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

平 成 24 年 3 月 28 日

～

別添８－１

策 定 日

事　業　形　態

計 画 期 間

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

事 業 名

団 体 名

水戸市公設地方卸売市場事業経営戦略

水戸市

公設地方卸売市場事業

法非適用 事 業 開 始 年 月 日 昭和47年3月6日
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（３） 現在の経営状況

年度

H29

H30

R1

年度

H29

H30

R1

２．将来の事業環境

（１）

　人口減少による生鮮食品等の消費量の減少が見込まれる中，水戸市公設地方卸売市場再整備計画（平成31年３月策定）に位
置付けた各種施策を展開し，市場としての機能強化を図ることによって，令和10年度の取扱高目標値を平成29年度比５％増の840
億円を目指す。

合計（青果・水産物）

合計

191,582

187,190

180,788

80,118,017

77,390,989

75,958,496

　本市場は，収益的収支比率，経費回収率ともに100%を上回っている。また，一般会計からの繰入金もないことから，安定した経営
状況を維持している。
　また，本市場の管理運営は，開場以来，公設公営を基本とし，1989年からは，清掃・警備業務などの一部の業務について，水戸
市公設地方卸売市場協力会との連携協力のもと実施している。

141%

140%

0%

0%

0%

　R1

　R1

0%

0%

0%

　R1

　R10%

0%

　H30

　H30

　H30

　H30

　H30

147%

146%

0%

水産物

水産物 花き

64,599

61,887

58,022

　H29

取扱高の見通し

花き

24,742

23,223

21,937

他 会 計 補 助 金 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　H29

経 常 収 支 比 率
（ 又 は 収 益 的 収 支 比 率 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　H29

経 費 回 収 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　H29

29,501,742

28,366,087

年間取扱高（t,
千本）

※過去３年度
分を記載

青果

125,303

122,766

年間税込
売上高

（百万円）
※過去３年度

分を記載

青果

31,576,114

企業債残高対料金収入比
率

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

126,983

有形固定資産原価償却率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　H29

46,983,656

46,408,340

46,219,958

1,558,247

1,480,907

1,372,451

　R1

151%

150%
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（２）

（３）

（４）

３．経営の基本方針

　本市場は，この10年間，東日本大震災の影響により減少した時期を除けば，取扱高800億円前後を維持しており，卸売金額に基
づく市場使用料収入についても安定して推移している。
　また，令和２年度の施設の使用料収入は，コロナウイルス感染症の影響による売上高減に伴う市場施設の使用料の減免措置に
より減少しているが，今後は，水戸市公設地方卸売市場再整備計画（平成31年３月策定）に基づき，令和10年度の取扱高目標値
を平成29年度比５％増の840億円としており，取扱高の増加に合わせて伸びる見通しである。

　再整備事業を円滑かつ確実に進めるため，必要な人員の確保と効率的な執行体制のあり方について検討を進めており，平成30
年度より職員を10人，令和２年度より11人体制としている。
　再整備事業が完了し，清算事務等を完了させた令和14年度以降については，再整備事業前の９人体制に戻すことを想定してい
る。

　本市場は，1972（昭和47）年の開場以来，本市はもとより周辺地域にわたる生鮮食料品等の経済・流通拠点として，産地と消費
者等をつなぐ重要な役割を担っており，地方卸売市場として取扱高日本一の実績を維持している。
　近年，日本の総人口の減少や超高齢化社会の到来，流通形態の多様化など，卸売市場を取り巻く環境は厳しさを増す中で，本
市場が生鮮食料品等を安定的に供給するための基本的なインフラとして，選ばれる市場となるよう，環境問題や災害時への対応
など，時代の要請にも的確に対応することが必要である。
　そのため，本市場の目指す姿を見据え，水戸市第６次総合計画に位置付けた機能強化・再整備に向けて，市場関係者との協働
により，「水戸市公設地方卸売市場再整備計画」を策定し，以下を本市場の再整備に当たっての目指す姿としている。

【目指す姿】
　－取扱高日本一を誇る地方卸売市場として，産地や消費者等に選ばれ，にぎわいのある経済・流通拠点－

【基本方針】
　（１）生鮮食料品等の安全・安心を確保する市場づくり
　（２）産地や消費者等に選ばれる市場づくり
　（３）市民に親しまれる市場づくり
　（４）環境にやさしく，災害に強い，持続可能な市場づくり

　水戸市公設地方卸売市場再整備計画に基づき，施設整備を進めることとする。また，再整備のうち，市が事業主体となるものに
ついては，従来型の直接建設方式とするものとし，これまで以上のコスト意識をもって，再整備の早期実現に向けた取組を推進す
る。

施設の見通し

使用料収入の見通し

組織の見通し
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　流通形態の多様化が進む中，現行の機能配置を基本としながら，生鮮食品等を安定的に供給す
るための基幹的なインフラとして，既存施設の適切な維持管理と有効利用を図るとともに，新たな施
設・設備の導入により，安全で安心できる市場づくりを推進する。
　また，将来的な施設の改修等も視野に入れながら，隣接地を確保し，市場としての機能強化・活性
化を図っていくものとする。

　再整備事業費の財源として，強い農業づくり交付金などの国庫補助金の確保に努めるほか，適正
な受益者負担のあり方について検討を進める。

　国庫補助金等を確保するとともに，支出の平準化を図るため起債を活用するなど，財源の確保に努める。

　適切な市場運営を行うため，投資以外の経費については委託料の見直しや省電力化の推進などにより，引き続き経費の削減に
努める。

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標

　令和10年度までに予定している再整備事業の概算事業費については，市場関係者が事業主体となるものも含めて60億円を想定
し，市場関係者の経営面への影響や公設地方卸売市場事業会計の健全化に留意しながら事業を進めることとしている。
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（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

　市場再整備計画を推進するに当たっては，民間活力の活用の検討を行いながら，計画的に進め
ることとする。

－

－

－

　市場使用料及び市場施設使用料の一本化を含めた新たな使用料体系を検討し，必要に応じて改
定する。

　再整備事業の着実な進捗を図るため，起債を活用することとする。

　一般会計からの繰入金については，引き続き一般会計繰出基準の範囲内での運用を目指す。

－

－

　管理業務，警備業務及び清掃業務等の委託料については，内容を精査しながら削減に努める。

　施設の修繕費は，安全性や緊急性を踏まえ，必要に応じて必要最小限の範囲で実施し，適切な支
出に努める。

　再整備事業の実施に合わせた職員配置と事務の効率化を図り，適正な職員給与費となるよう努
める。

　再整備後の効率的，効果的な管理運営のあり方については，市場関係者の意見を聞きながら，慎
重に検討するものとする。

民 間 活 用

管 理 運 営 費

職 員 給 与 費

そ の 他 の 取 組

繰 入 金

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

委 託 料

投 資 の 平 準 化

広 域 化

そ の 他 の 取 組

使 用 料

企 業 債
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５．公営企業として実施する必要性など

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　本市場は，本市はもとより周辺地域にわたる生鮮食料品等の経済・流通拠点として，産地と消費
者等をつなぐ重要な役割を担っている。生鮮食料品等を安定的に供給するための基幹的なインフラ
としての機能を維持する必要がある。

　市場の管理運営については，市が主体となり，市場関係者の信頼を確保するとともに，環境問題
や災害時への対応を含め，市民の食の安全，安心な暮らしを守る必要がある。

　市場使用料の改定を予定しているため，改定後に経営戦略の見直しを行う。
　また，定期的なＰＤＣＡサイクルを基本とした事後検証及び見直しを行う。

事業の意義、提供する
サービス自体の必要性

公営企業として実施す
る

必 要 性

経営戦略の事後検証、
改 定 等 に 関 す る 事 項
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様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

年　　　　　　度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ）

1 (A) 597,211 597,300 550,151 620,094 617,149 621,349 622,749 624,149 625,549 626,949 628,349 628,345 635,003

（１） (B) 595,793 595,873 548,858 617,802 615,857 620,057 621,457 622,857 624,257 625,657 627,057 627,053 633,711

ア 437,707 428,336 397,440 448,043 455,857 460,057 461,457 462,857 464,257 465,657 467,057 467,053 473,711

イ (C)

ウ 158,086 167,537 151,418 169,759 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

（２） 1,418 1,427 1,293 2,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292

ア 1,000

イ 1,418 1,427 1,293 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292

２ (D) 375,255 356,969 382,532 412,329 412,747 413,329 412,829 413,569 415,006 416,641 416,514 417,457 417,021

（１） 347,092 342,533 357,046 374,146 390,986 390,986 390,986 390,986 390,986 390,986 390,986 390,986 390,986

ア 58,097 58,656 76,735 78,729 78,729 78,729 78,729 78,729 78,729 78,729 78,729 78,729 78,729

イ 288,995 283,877 280,311 295,417 312,257 312,257 312,257 312,257 312,257 312,257 312,257 312,257 312,257

（２） 28,163 14,436 25,486 38,183 21,761 22,343 21,843 22,583 24,020 25,655 25,528 26,471 26,035

ア 7,226 6,384 5,526 5,925 6,473 7,055 6,555 7,295 8,732 10,367 10,240 11,183 10,747

7,226 6,384 5,526 5,925 6,473 7,055 6,555 7,295 8,732 10,367 10,240 11,183 10,747

イ 20,937 8,052 19,960 32,258 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288

３ (E) 221,956 240,331 167,619 207,765 204,402 208,020 209,920 210,580 210,543 210,308 211,835 210,888 217,982

1 (F) 407,944 593,400 338,000 54,000 327,500 459,000 444,000 75,000 339,500

（１） 533,400 266,000 49,000 299,500 431,000 406,000 50,000 273,500

（２）

（３）

（４）

（５） 407,944 60,000 72,000 5,000 28,000 28,000 38,000 25,000 66,000

（６）

（７）

２ (G) 229,400 138,974 621,417 898,171 741,826 524,942 540,183 585,038 578,335 378,915 608,432 205,385 224,933

（１） 180,167 88,903 570,492 848,500 697,150 482,000 496,500 540,600 552,500 332,200 547,300 150,000 150,000

（２） (H) 49,233 50,071 50,925 48,199 43,676 41,942 42,683 43,438 24,835 45,715 60,132 54,385 73,933

（３）

（４）

（５） 1,472 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

３ (I) △ 229,400 △ 138,974 △ 213,473 △ 304,771 △ 403,826 △ 470,942 △ 212,683 △ 126,038 △ 134,335 △ 303,915 △ 268,932 △ 205,385 △ 224,933

(J) △ 7,444 101,357 △ 45,854 △ 97,006 △ 199,424 △ 262,922 △ 2,763 84,542 76,208 △ 93,607 △ 57,097 5,503 △ 6,951

(K)

(L) 547,108 539,664 641,021 595,167 498,161 298,737 35,815 33,052 117,594 193,802 100,195 43,098 48,601

(M)

(N) 539,664 641,021 595,167 498,161 298,737 35,815 33,052 117,594 193,802 100,195 43,098 48,601 41,650

(O) 64,800 34,700 77,100

(P) 474,864 606,321 518,067 498,161 298,737 35,815 33,052 117,594 193,802 100,195 43,098 48,601 41,650

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 595,793 595,873 548,858 617,802 615,857 620,057 621,457 622,857 624,257 625,657 627,057 627,053 633,711

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 378,065 327,994 277,069 752,268 974,593 1,010,651 1,267,468 1,655,030 2,002,508 1,986,506 2,199,466 2,145,081 2,071,148

○他会計繰入金

年　　　　　度 平成30年度 令和元年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

令和９年度 令和１０年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

収 支 差 引 (A)-(D)

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 141% 147% 127% 135%

赤 字 比 率 （ ×100 ）

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

135%

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

132%136% 137% 137% 142% 136%

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

令和１１年度

令和１１年度令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

地 方 債 残 高

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

令和１２年度

（単位：千円，％）

令和１２年度

133% 129%


